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広瀬川の清流を守る条例における 
許可基準のあり方について 

百年の杜推進部 河川課 広瀬川創生室 

１ ．広瀬川の清流を守る条例 

２ ．建築物の新築等の許可基準 

３ ．許可基準の課題 

４ ．許可基準の見直しの方向性 

５ ．スケジュール 

第73回 杜の都の環境をつくる審議会 

 １．広瀬川の清流を守る条例 

仙台市役所 

東北大学工学部 
仙台宮城I.C. 

特別環境保全区域 
第一種環境保全区域 

第二種環境保全区域 

下流端：宮沢橋 
（太白区根岸） 

上流端：柿崎橋 
（青葉区上愛子） 

柿崎橋 宮沢橋 

環境保全区域 

昭和49年制定 広瀬川の自然環境や水質を保全するため 

行為の制限 
 
・建築物の新築等 
・木竹の伐採 
・土地の区画形質 
 の変更 
・色彩の変更 
        等 
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 １．広瀬川の清流を守る条例 

環境保全区域 

平成13年改正 区域拡大（旧宮城町） 

東
北
縦
貫
自
動
車
道 JR陸前落合駅 

JR愛子駅 

上流端：柿崎橋 
（青葉区上愛子） 下流端：宮沢橋 

（太白区根岸） 

柿崎橋 宮沢橋 特別環境保全区域 
第一種環境保全区域 

第二種環境保全区域 

行為の制限 
 
・建築物の新築等 
・木竹の伐採 
・土地の区画形質 
 の変更 
・色彩の変更 

       等 

 ２．建築物の新築等の許可基準 

◇建築物等の高さ 

◇建ぺい率  

◇空地の確保    

◇色彩の制限 

敷地面積の30％以上を緑化できる状態で確保 

（河川に接する土地では河川側に配置） 

空地 

建築 

建替 

既存の緑地・ 
将来的な緑化を 
想定した 
裸地（土） 
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 ３．許可基準の課題 

(施行規則) 

 当該工作物の敷地面積の 

 10分の3以上に相当する 

 土地が自然的環境の保全 

 のために確保されている 

 こと 

◇空地の確保 

緑化に結びつかない 

目指す姿 

現状 
社会状況の 

変化との相違 

 

都市化の進展 

生活様式の多様化 

建築時に土地所有者が 

緑化を推進するような 

基準の導入 

一律に設定した空地面積の見直し 

空地面積の 

確保が困難 

 ４．許可基準の見直しの方向性 

一律に設定した空地面積の見直し（例：区域特性） 

確保すべき空地面積 

用途地域 

地域 都市部 郊外部 

市街化 

調整区域 
工業系 住居系 商業系 

第２種 第１種 特別 保全区域の 
種別 

小 大 

考
慮
す
る
区
域
特
性
の
例 

（道路） （河川） 

（建築物） 

（通路） 

道路 

通路 

建築物 
河川 

（道路） （河川） 

（建築物） 

（通路） 

道路 

通路 

建築物 
河川 

空
地 

空
地 

中 
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（道路） （河川） 

（建築物） 

（通路） 

（道路） （河川） 

（建築物） 

（通路） 

（道路） （河川） 

（建築物） 

（通路） 

 ４．許可基準の見直しの方向性 

「空地」のみの 
 単一基準から 
「空地」＋「緑化」の 
 複合基準への見直し 

 裸地 

（土） 

 芝生 

 樹木 

緑化推進のための検討（緑化の質による差別化） 

確
保
す
べ
き
面
積 

： 

減
少 

選択の幅が広がる 
なかで「緑化」の 
選択を促す 

緑化の「質」により 

換算に差をつけて 

目指す姿へ 

目
指
す
姿
（
緑
化
の
推
進
） 

緑化への動機付け 

道路 

通路 

建築物 
河川 

道路 

通路 

建築物 
河川 

道路 

通路 

建築物 
河川 

空
地 

（道路） （河川） 

（建築物） 

（通路） 

 裸地（土） 

道路 

通路 

建築物 
河川 

空
地 

（道路） （河川） 

（建築物） 

（通路） 

 樹木 

道路 

通路 

建築物 
河川 

空
地 

 ４．許可基準の見直しの方向性 

緑化推進のための検討（緑化の質による差別化） 
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選択の幅が広がる 
なかで「緑化」の 
選択を促す 

 ４．許可基準の見直しの方向性 

「空地」のみの 
 単一基準から 
「空地」＋「緑化」の 
 複合基準への見直し 

緑化推進のための検討（緑化の配置による差別化） 

緑化の「配置」により 

換算に差をつけて 

目指す姿へ 

緑化への動機付け 

空地 

道路 

通路 建築物 

河川 

河川沿い 道路沿い 標準 

目指す姿：緑を誘導したい場所 

河川沿い 道路沿い 標準 

<< << 換算面積 

植栽位置 

選択の幅が広がる 
なかで「緑化」の 
選択を促す 

 5. スケジュール 

時 期 内 容 

 
平成28年6月 
 
 
平成28年8～9月 
 
 
平成28年11月頃 
 
 
平成29年1月頃 

 
●第43回仙台市広瀬川清流保全審議会 
 ・許可基準のあり方について諮問 
 
○仙台市広瀬川清流保全審議会 専門委員会 
 ・許可基準見直し内容の詳細の検討 
 
○第44回仙台市広瀬川清流保全審議会 
 ・専門委員会での検討結果の報告，諮問に対する答申 
 
○許可基準の見直しの案の策定 

施行規則及び実施要領の改正・周知 


